
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年02月03日

計画の名称 霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、岐阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化計画（重点③）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０６年度 (4年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 滋賀県

計画の目標 岐阜県岐阜・西濃地域、滋賀県湖北地域は、霊峰「伊吹山」の麓で繰り広げられた関ヶ原の戦いを代表とする戦国時代の歴史を継承する観光資源や自然、スポーツ関連などの郊外型観光施設が多数存在する。両地域は中部北陸圏の知名度向上を図る

「昇龍道プロジェクト」の構成地域に属し、高速道路を基軸とした観光客の誘致に力を注いでいるところであり、これまで魅力的な観光資源が交通の不便さにより逃避されていたが、周遊観光の促進や北陸自動車道が整備され、さらに東海環状

自動車道西回りの整備も進み、霊峰「伊吹山」を中心とした周遊ルートが確立されつつある。これらの広域交通ネットワークを活かし、さらに「霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、岐阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化

計画」において、一部を補うことで、周遊観光の促進や両地域で行われている戦国武将を利用した観光活動に合わせて社会資本整備を進めることで地域の活性化をさらに推進する。上記計画のうち、重点計画として、関西広域地方計画の広域連携

プロジェクトである「３-３．歴史・文化・おもてなしプロジェクト」を推進するため、拠点施設における観光誘致への活動や歴史・文化資産や文化的景観の保全・活用による地域づくり、歴史的風致の景観形成の推進といった各種取り組みと

合わせて必要な基盤整備事業を実施することで、両県の特色である「関ケ原の戦い」や「戦国武将」などの歴史文化関連施設への広域観光ルートの形成とアクセス強化を図り国内外観光客の効果的な誘客拡大を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,183  Ａ               3,183  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2 R6

   1 【岐阜県・滋賀県　共通目標】　岐阜県（重点計画対象拠点施設）、滋賀県（長浜市）における観光入込客数718万人（R2）から744万人（R6）に増加　　（26万人（4％）の増加）

【岐阜県・滋賀県　共通目標】観光入込客数 718万人 万人 744万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の年間観光入込客数　－　R2の年間観光入込客数）／（R2の年間観光入込客数）

   2 【滋賀県　単独目標】　滋賀県（長浜市）における観光入込客数688万人（R2）から708万人（R6）に増加　　（20万人（3％）の増加）

【滋賀県　単独目標】観光入込客数 688万人 万人 708万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の年間観光入込客数　－　R2の年間観光入込客数）／（R2の年間観光入込客数）

   3 【滋賀県　単独目標】　拠点施設を結ぶ観光ルートにおける１日当たりの総アクセス時間を466時間・台／日（R6）短縮する

【滋賀県　単独目標】拠点施設を結ぶ観光ルートにおける総アクセス時間短縮効果を算出 0時間・台/日 時間・台/日 466時間・台/日

（アクセス時間短縮効果）＝（Σ整備前のアクセス時間　－　Σ整備後のアクセス時間）×　日交通量（H27交通センサス）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：A2、A3

1 案件番号： 0000476708



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-001 道路 一般 滋賀県 直接 滋賀県 都道府

県道

改築 （一）大野木志賀谷長浜

線　長岡工区

バイパス L=1.1km 米原市  ■  ■  ■  ■         630 －

R2年度より事業実施。R3年度より重点計画へ変更。

A11-002 道路 一般 滋賀県 直接 滋賀県 都道府

県道

改築 （主）木之本長浜線　森

・祇園工区

現道拡幅 L=1.2km 長浜市  ■  ■  ■  ■       1,150 2.14 －

R2年度より事業実施。R3年度より重点計画へ変更。

A11-003 道路 一般 滋賀県 直接 滋賀県 都道府

県道

改築 （一）大野木志賀谷長浜

線　本庄工区

現道拡幅 L=1.3km 長浜市  ■  ■  ■  ■       1,403 3.2 －

R2年度より事業実施。R3年度より重点計画へ変更。　

 小計       3,183

合計       3,183

1 案件番号： 0000476708



交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率
(i=(g+h)/(c+d))

0.0% 0.0%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合
その理由

うち未契約繰越額
(g)

0 0

不用額
(h=c+d-e-f)

0 0

支払済額
(e)

47 308

翌年度繰越額
(f)

243 38

交付額
(c=a+b)

290 103

前年度からの繰越額
(d)

0 243

配分額
(a)

290 103

計画別流用増△減額
(b)

0 0

R3 R4



（参考様式）参考図面（社会資本総合整備計画　広域連携事業）

計画の名称 霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、岐阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化計画（重点③）
計画の期間 令和3年度 ～ 令和6年度　（4年間） 岐阜県・滋賀県
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関ケ原古戦場
北国街道　長浜宿

北国街道　木之本宿
徳山ダム
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黒野城跡公園
岐阜公園
墨俣一夜城
千代保稲荷神社
西高木家陣屋跡

拠点施設【関ケ原歴史連携】

交付対象

拠点施設【伊吹山連携】
伊吹山
ローザンベリー多和田

4
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岐阜各務原ＩＣ
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（整備計画関連事項）

①

①

整備方針
拠点施設へのアクセス時間を短縮させ、周遊効率性を高める

整備方針に合致する主な事業
A11-001、A11-002、A11-003

連携先都道府県との連携について

連携方針

岐阜県と滋賀県の県境に位置する「伊吹山」は、古来より当該地域にとって親交の深い地域となっており、現在も市民団体や事業者等で構成する伊吹山自然再生協議会において、
自然環境の維持・復元への取り組みが行われている。また、伊吹山の麓に位置している関ケ原町は、誰もが知っている天下分け目の戦い関ケ原の合戦が繰り広げられた地であるこ
とから、「関ケ原の戦い」を利用した戦国イベントを多数おこない、歴史関連施設への観光客誘致や、２０２０年の大河ドラマ「麒麟がくる」の放送を契機に、観光をはじめとす
る産業及び地域の活性化を目的とした協議会を滋賀県と岐阜県がそれぞれ立ち上げ、広域的な観光周遊の促進に取り組んでいる。
これら当該地域の特色を活用した地域振興を推進するため、両県の主要拠点を結ぶアクセス道路や、インターチェンジ周辺地域の交通機能の強化を整備する。

備　　考
・上記施設の活動は、令和3年3月5日の近畿圏広域地方計画協議会にて広域連携プロジェクト「３-３．歴史・文化・おもてなしプロジェクト」に沿ったものとして
確認がなされた活動・施設である。

計画の評価の実施予定

北国街道　長浜宿　 観光案内、その他の役務の提供

事後：令和7年10月予定

拠点施設 広域的特定活動 広域的特定活動拠点施設重点地区 重点地区

（広域的地域活性化のために連携して実施する施策）

具体的な
取組内容

伊吹山を守る自然再生協議会により、議論又は整備された施設等について両県にて情報共有や事業進捗に関する会議により今後の整備方法について検討を行い、広域観光ルート形
成のための観光拠点へのアクセス道路の整備などを推進する。
さらには、大河ドラマ「麒麟がくる」に関するイベントや、関ケ原の合戦に関するイベントの情報共有や事業進捗に関する会議により今後の整備方法について検討を行い、広域観
光ルート形成のための観光拠点へのアクセス道路の整備などを推進する。

推進体制 両県の市民団体や事業者等で構成されている伊吹山の自然保全に関する会議内容の情報共有を行い、これを踏まえた両県推進に関する会議を行う。

　　連携内容：連携なし

・広域周遊観光促進のための観光地域支援事業に基づく計画（該当なし）
　　連携内容：連携なし

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく滋賀県全域基本計画（計画主体：滋賀県　計画期間：～令和４年）
　　連携内容：連携なし
・農山漁村活性化法に基づく活性化計画（計画終了）
　　連携内容：連携なし

・物流総合効率化法に基づく総合効率化計画名称（該当なし）

交付対象事業に関連して実施される主な事業
・長浜市歴史的風致維持向上計画（第２期）（事業主体：長浜市　事業期間：令和2年～令和11年）

その他



計画の名称：
霊峰伊吹山と天下分け目の武将の息吹を感じる、岐
阜・滋賀周遊観光振興による広域的地域活性化計画

事業主体名： 滋賀県

チェック欄

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　４）拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性が確保されている。

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①基本方針・上位計画等との適合等

②目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係

Ⅱ．計画の効果・効率性

（広域連携事業）

　・国土形成計画（全国計画）
　・国土形成計画（広域地方計画）、北海道総合開発計画又は沖縄振興計画
　・社会資本整備重点計画
　・環境基本計画
　・その他（　　　　　　　　　　※該当するものがあれば記載すること。　　　　　　　　　　）

　１）基本方針と適合している。

　２）上位計画等と整合性が確保されている。

　１）広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い。

③目標と事業内容の整合性等

　２）広域的特定活動の拠点としての拠点施設の位置づけが妥当である。

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。

　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。

　１）民間事業者等の多様な主体との連携が図られている。

　２）事業実施のための環境整備が図られている。

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。

　１）十分な事業効果が確認されている。

　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。

　１）拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。

　２）拠点施設整備を新たに行う場合、その蓋然性が高い。

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤計画の具体性

⑥円滑な事業執行の環境

④事業の効果



（確認様式１）

交付限度額算定表

1,432.35 百万円 11,248.66 百万円 X≦Yゆえ、 1,432.35 百万円

45.0 ％

0.0 ％

規則第１７条第１項に基づく限度額算定

Ｓ 547.11 ｋｍ
2 Ｔ 4 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ２
） 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間

π：3.14 ～

ｒ：最短距離 13.20

13.20 ｋｍ

35.90 ｋｍ

ｒ０　： 10.00 km

Ｒ： r≧r0ゆえ、 13.20 km

Ｃ 1,028.00 万円／ｋ㎡・年度

単位面積あたり及び単年度あたりの標準的な投資額

行政投資全国実績のうち、都道府県が主体となる交付対象事業に係るものを全国平均で除したもの（最新５箇年の平均）

Ｓ×C×T×0.5＝ 11,248.66 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定

拠点施設関連基盤
施設整備事業（Ａ）

3,183 百万円 2,864.70

提案事業（Ｂ） 0 百万円 3,472.36

合計 3,183 百万円 α1＜α2 1,432.35 百万円

交付対象事業費

α１＝９（Ａ＋Ｂ）／１０＝

α２＝１２Ａ／１１＝

ゆえ、交付限度額（Ｘ）：α／２＝

拠点施設から海岸線までの距離

交付率

提案事業比率

本計画における交付限度額要綱第５に掲げる式による交付限度額（Ｘ） 規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Ｙ）

令和3年度 令和６年度

拠点施設から都道府県の境界までの距離

 



（確認様式１－１）

ｒの選定根拠（複数の拠点施設が記載されている場合）

※ 計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離
　　（複数の拠点施設が記載されている場合は、そのうち最も大きい値）

<選定方法>
① 各拠点施設から都道府県の境界までの距離：ｒ１、海岸線までの距離：ｒ２を記入
　　（○○群とした場合は群の中心付近からの距離とする）

② 最短距離欄に、ｒ１、ｒ２のうち短い距離を記入
③ 最短距離のうち、最も大きい値となる拠点施設からのｒ１、ｒ２を交付限度額算定表に記載する値として選定

（単位：㎞）

②

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

最短距離
（ｒ１、ｒ２のうち

短い距離）

北国街道　長浜宿　 13.2 35.9 13.2

※ 選定結果（交付限度額算定表に記載する値） （単位：㎞）

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

北国街道　長浜宿　 13.2 35.9

拠点施設名

①

拠点施設名

③

 



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管 理 ・ 運 営 主 体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設デ ータ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　長浜、米原、彦根の三市が連携した三成会議により、「MEET三成」と称して石田三成や武将と観光施設を絡めた情報が広告、HP、SNSで発信されており、当エリア内の豊臣秀吉、加藤清正を
祀った豊国神社や長浜城の大手門が移築されている大通寺への誘客や飲食店での三成をテーマに嗜好を凝らした「三成めし」の提供がされている。
　また、黒壁スクエアのHPでは、全体の魅力の紹介や、散策マップの提供に加え、各店舗のイベント情報、オリジナルブランド等の情報がひとつのサイトでまとめられ、すべて多言語化にも対応し
ている。さらに当エリアでは、ユネスコ無形文化遺産に登録された曳山祭や全国から様々なジャンルの芸術家が集う青空市のアートインナガハマ等の地域全体での様々なイベントが年間を通じて
開催されており、「一団地の観光施設としての観光案内や、その他役務の提供」に関する事業活動が行われている。

＜将来＞
　企業、地域住民と長浜市が連携して取り組む【元浜町１３番街区市街地再開発計画】は、約6,000㎡の敷地において日本初の「個別利用区」制度を使った市街地再開発事業であり、42戸の住
宅、店舗や商業施設などが入る延べ床面積11,000㎡の複合ビルが令和元年度末に竣工を迎え、町家を残して活かしながらの新たな賑わいのエリアが形成された。令和２年度にはこのエリアに有
名シェフが監修するレストランやベーカリーの新規開店、海洋堂フィギュアミュージアムのリニューアルオープン、観光エリア中心部に１００台の立体駐車場が運用開始されるなど、新たな「観光案
内、その他役務の提供に関する事業活動」が行われ始めており、今後も新たな店舗の誕生など活動の拡大が予定されている。さらに、令和2年度に長浜市歴史的風致維持向上計画（第２期）の重
点区域に指定され、歴史的な町並を構成する山蔵の保存修理、伝統的町並み景観形成事業や歴史的風致を活用した観光振興事業に着手しており、現在、国の登録有形文化財である黒壁ガラ
ス館の修繕、リニューアルが行われ令和３年３月のオープンの予定である。これら文化財や歴史的資産の保存、整備を図りつつ、観光客誘致への活発な活動が行われており、将来にわたり観光
客の増加が見込まれる。

＜該当する広域連携プロジェクト＞
①歴史上価値の高い建造物とその周辺の市街地など、歴史・文化資産の保全や活用により、面としての地域づくりを進める。特に重点的に歴史的風致を維持・向上させる区域
については、歴史まちづくり法の活用を図りつつ、歴史的価値が高い建造物の保全や無電柱化など良好な景観形成を推進する。また、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園を始め、歴
史資産の保存・活用に資する都市公園の整備などを推進する。さらに、歴史的風致維持向上計画認定都市のブランド化、認定都市等と連携した施策の実施などの取組を促進
する。

　　　　　入場者数　：２，１１５千人　　（内県内：　　　　　千人　　県外：　　　　　千人）

有　　　・　　　無 令和２年度～令和１１年度

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　北国街道の宿場町として栄えた長浜宿には、現在も港町の風情を残す船板塀や紅殻格子、老舗の商家、道中安全を願った常夜灯などが建ち並び、昔の面影を色濃くとどめている。平成元年
（1989）にオープンした「黒壁1號館・黒壁ガラス館」は低い鉄柵で囲まれた黒漆喰に白い窓枠のモダンな外観、内部は玄関上部が吹抜けになっており、ガラス製のアクセサリーや生活用品などを
展示・販売している。この黒壁ガラス館を中心に、工房、ギャラリー、レストランやカフェ等の魅力あふれる多数の店舗が古い街並みの中に点在し、「一団地の観光施設」である黒壁スクエアを構成
しており、長浜市の「主要な観光地」である。また、近隣には平成28年度にユネスコ無形文化遺産に登録された長浜曳山祭を紹介する博物館や長浜にゆかりのある豊臣秀吉や石田三成に関する
資料が多く展示されている長浜城歴史博物館も存在している。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
年間２００万人もの観光客が訪れる県随一の観光地への東西軸のアクセスを強化するとともに、天下分け目の合戦で誰もが知る石田三成ゆかりの地と合戦地である岐阜県関ケ原町の歴史観光
ルートとして、主要渋滞箇所の影響が最小となる経路を構築するため、幅員狭隘区間となる大野木志賀谷長浜線（長岡工区）のバイパス整備並びに同路線（本庄工区）の現道拡幅を行う。また、
北国街道木之本宿からのアクセス路の木之本長浜線（森・祇園工区）の現道拡幅を行い幅員狭隘区間の解消を図る。

北国街道　長浜宿 滋賀県長浜市元浜町

黒壁ガラス館　他 黒壁ガラス館　他

法第２条第２項第２号 法第２条第１項第１号ロ（1）



（確認様式２－２）

拠点施設に関する事項（相当数の事業者による事業活動が営まれる拠点施設）

施 設 名

構 成 施 設 所 在 地 設 置 主 体 管 理 ・ 運 営 主 体

黒壁ガラス館 滋賀県長浜市元浜町 黒壁ガラス館 黒壁ガラス館

曳山博物館 滋賀県長浜市元浜町 長浜市 長浜市

黒壁ガラススタジオ 滋賀県長浜市元浜町 黒壁ガラススタジオ 黒壁ガラススタジオ

MONOKOKORO（雑貨） 滋賀県長浜市元浜町 MONOKOKORO MONOKOKORO

黒壁オルゴール館 滋賀県長浜市元浜町 黒壁オルゴール堂 黒壁オルゴール堂

あゆの店きむら 滋賀県長浜市元浜町 あゆの店きむら あゆの店きむら

古美術西川 滋賀県長浜市元浜町 古美術西川 古美術西川

陶芸工房ほっこくがま 滋賀県長浜市元浜町 陶芸工房ほっこくがま 陶芸工房ほっこくがま

なべかま本舗 滋賀県長浜市元浜町 なべかままんじゅう なべかままんじゅう

黒壁体験教室 滋賀県長浜市元浜町 黒壁体験教室 黒壁体験教室

海洋堂フィギュアミュージアム 滋賀県長浜市元浜町 海洋堂フィギュアミュージアム 海洋堂フィギュアミュージアム

９６CAFE 滋賀県長浜市元浜町 ９６CAFE ９６CAFE

びわこレストランＲＯＫＵ 滋賀県長浜市元浜町 びわこレストランＲＯＫＵ びわこレストランＲＯＫＵ

毛利志満　長浜黒壁店（食事） 滋賀県長浜市元浜町 毛利志満 毛利志満

カフェ叶匠壽庵　長浜黒壁店 滋賀県長浜市元浜町 叶匠壽庵 叶匠壽庵

分福茶屋（食事） 滋賀県長浜市元浜町 分福茶屋 分福茶屋

茂美志屋（食事） 滋賀県長浜市元浜町 茂美志屋 茂美志屋

翼果楼（食事） 滋賀県長浜市元浜町 翼果楼 翼果楼

そば八（食事） 滋賀県長浜市元浜町 そば八 そば八

ステンドガラス館 滋賀県長浜市元浜町 ステンドガラス館 ステンドガラス館

黒壁AMISU 滋賀県長浜市元浜町 黒壁AMISU 黒壁AMISU

大通寺 滋賀県長浜市元浜町 大通寺 大通寺

豊国神社 滋賀県長浜市南呉服町 豊国神社 豊国神社

北国街道　長浜宿



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管 理 ・ 運 営 主 体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設デ ータ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

関ケ原古戦場 不破郡関ケ原町

関ケ原町　他 関ケ原町　他

法第二条第二項第二号 法第二条第一項第一号ロ（１）

＜現況＞
　岐阜関ケ原古戦場記念館及び関ケ原町歴史民俗学習館は、慶長5年(1600年）9月15日に、天下分け目の合戦として知られている「関ケ原の戦い」が行われた舞台として有名
な関ケ原古戦場を国内外にPRしていく一団地の観光施設である。当該施設においては、歴史舞台を楽しめる仕掛けづくりにより、戦略的な観光客の誘致を進めている。
　関ケ原古戦場においては、合戦を再現する「関ケ原合戦絵巻」、「東西人間将棋」、「東西グルメ対決」、夜の古戦場を楽しむナイトイベントなどのイベントを行っており、年間を
通じて誘客に力を入れているところである。
　また、関ケ原町が平成28年度にはアメリカのゲティスバーグ古戦場、平成29年度にはベルギーのワーテルロー古戦場と姉妹古戦場協定を締結。歴史的な史跡を維持するた
めの手法・技術の共有や、歴史的品目の展示協力などについて連携を図っている。また、岐阜関ケ原古戦場記念館において海外古戦場の常設展示を行うなど、さらなる誘客に
向けた取り組みを行っているところである。

＜将来＞
　岐阜県と関ケ原町では、関ケ原古戦場の整備と活動の指針として「関ケ原古戦場グランドデザイン」を策定し、総合案内所、ビジターセンター、案内誘導設備、史跡や古戦場
の景観づくりなどの環境整備を行い「観光客に対する観光案内」の強化を図るとともに、町内各所への旗印設置など地域の総合的な戦国時代演出にも取り組んでいる。令和2
年10月開館した岐阜関ケ原古戦場記念館では、全国的に知名度を有する関ケ原の戦いに係る観光案内やイベントの開催など「観光客に対する観光案内その他の役務の提供
に関する事業」を行うとともに、新たなランドマークとして、また古戦場を巡る広域的な観光拠点として多くの観光客の来訪が見込まれている。

＜該当する広域連携プロジェクト＞
①歴史上価値の高い建造物とその周辺の市街地など、歴史・文化資産の保全や活用により、面としての地域づくりを進める。特に重点的に歴史的風致を維
持・向上させる区域については、歴史まちづくり法の活用を図りつつ、歴史的価値が高い建造物の保全や無電柱化など良好な景観形成を推進する。

　　　観光客数　：　　　７２千人

有　　　・　　　無 －

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　天下分け目の合戦の舞台として有名な国史跡「関ケ原古戦場」（昭和６年指定）を国内外にPRしていくため、史跡の保存や整備を行う。
　令和2年10月に開館した岐阜関ケ原古戦場記念館は、関ケ原の戦いのすべてがわかる「主要な観光地」である。また、関ケ原の郷土・歴史を教育的な視点から体験できる関
ケ原町歴史民俗学習館を含めた当該拠点施設は、関ケ原の戦いに関する「一団地の観光施設」である。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容



（確認様式２－２）

相当数の事業者による事業活動が営まれる拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

岐阜関ケ原古戦場記念館 不破郡関ケ原町 岐阜県 岐阜県

関ケ原町歴史民俗学習館 不破郡関ケ原町 関ケ原町 関ケ原町

関ケ原古戦場



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管 理 ・ 運 営 主 体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設デ ータ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

＜現況＞
　当該施設は、織田信長ゆかりの地及び、岐阜城天守閣からの眺めは絶景スポットとして大変人気があり、県内外を問わず、海外からの観光客も多く訪れている。山頂の岐阜
城までは金華山ロープウェーが整備されており子供からお年寄りまで訪れることができる。また、登山道も整備されており、地元住民がウォーキングコースとしても多く利用して
いる。
　また、SNSを使った観光客誘致を目的とした「GIFUスマイルフォトスポット」という取り組みを実施している。その第一弾として、岐阜城資料館にトリックアートを設置・展示してい
る。現在と戦国時代がチグハグになった世界を表現しており、「美濃を制するものは天下を制す」と言われた稲葉山城（現　岐阜城）を織田軍として攻略するトリックアートであ
る。また、金華山ロープウェー山頂駅のトイレを「また訪れたくなる観光トイレ」として、鵜飼籠や岐阜提灯をイメージした内装へリニューアルしている。

＜将来＞
　令和2年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の放送にあわせ、岐阜市歴史博物館に「麒麟がくる 岐阜 大河ドラマ館」を開設した。大河ドラマの主人公である明智光秀のみならず、
光秀が仕えた斎藤道三、織田信長にもスポットを当て、体験シアター、大河ドラマに登場する衣装や小道具、迫力のあるスタジオ再現セット「体感 道三の館」、稲葉山城下町
オープンセットのジオラマなど大河ドラマに関する展示を行うなど、「観光旅客に対する観光案内及びその他の役務に関する事業活動」を行っている。
　明智光秀にゆかりのある14自治体と民間会社が共同し、多種多様なパターンの会話に応じられる国内有数の人工知能を有した「明智光秀AI」を開発し、令和元年１２月よりス
タートしている。このなかでは、当該施設も観光名所の一つとして紹介されており、今後も国内外を問わず「観光旅客に対する観光案内」を行うことで、更なる観光客誘致が見込
まれる。

＜該当する広域連携プロジェクト＞
③ 関西を代表する歴史・文化資産である「彦根城」や、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」、「百舌鳥・古市古墳群」及び「宇治茶生産の景観」、「天橋立」、
「鳴門の渦潮」等の世界遺産登録に向けた取組の推進や、日本遺産、近代化産業遺産の認定を通して文化財の保存・整備を図るとともに、観光資源として積
極的に国内外への発信や活用を図る。

　　　観光客数　：　　　２２８千人　　

有　　　・　　　無 －

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　岐阜城は、かつて稲葉山と称し、戦国時代には、斎藤道三公の居城でもあった「主要な観光地」である。特に岐阜城の名を天下に示したのは、永禄10年（1567年）（一説に永
禄7年）8月、不世出の栄傑織田信長公がこの城を攻略し、この地方一帯を平定するとともに、地名も「井の口」を「岐阜」と改称し、天下統一の本拠地としてからである。
　平成23年に岐阜城を含む金華山一帯を「岐阜城跡」として、国の史跡に指定されており、また、平成27年には「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜として日本遺産
にも認定されている「一団地の観光施設」である。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

岐阜公園 岐阜市大宮町１丁目

岐阜市 岐阜市

法第二条第二項第二号 法第二条第一項第一号ロ（１）



（確認様式２－２）

拠点施設に関する事項（相当数の事業者による事業活動が営まれる拠点施設）

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

岐阜城 岐阜市天守閣 岐阜市 岐阜市

岐阜市歴史博物館 岐阜市大宮町 岐阜市 岐阜市

加藤栄三・東一記念美術館 岐阜市大宮町 岐阜市 岐阜市

名和昆虫博物館 岐阜市大宮町 岐阜市 財団法人名和昆虫研究所

金華山ロープウェー 岐阜市千畳敷下 岐阜市 ぎふ金華山ロープウェー

駐車場 岐阜市御手洗、岐阜市湊町 岐阜市 岐阜市

岐阜公園菊人形・菊花展 公園内 岐阜市 岐阜市、岐阜公園愛菊会、岐阜市緑化推進研究会

岐阜公園



（確認様式３）

道路

整備前 整備後 整備前 整備後 整備前 整備後 自 至

注１) 注２) 注３) m m m 車線 車線 m m 百万円 （年度） 注４） 年月 （拠点施設） 注５） 注６） 注７） 注８）

＜道路＞

一般県道 大野木志賀谷長浜線 A11-001 長岡 地 滋賀県 － 改築 1,100 4.2 6.0 1.0 2.0 0.0 3.0 630 R3～R6 バイパス整備 - 関ケ原古戦場
北国街道
長浜宿

未改良区間（L=1.1km）の解消 全線完成供用L=1.1km（R7.3予定） T27=4,696台／日、K=0.47

主要地方道 木之本長浜線 A11-002 森・祇園 地 滋賀県 － 改築 1,200 6.0 6.5 2.0 2.0 0.0 6.0 1,150 R3～R6 現道拡幅 -
北国街道
木之本宿

北国街道
長浜宿

未改良区間（L=1.2km）の解消 全線完成供用L=1.2km（R7.3予定） T27=11,726台／日、K=1.12

一般県道 大野木志賀谷長浜線 A11-003 本庄 地 滋賀県 － 改築 1,300 5.0 6.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1,403 R3～R6 現道拡幅 - 関ケ原古戦場
北国街道
長浜宿

未改良区間（L=1.3km）の解消 全線完成供用L=1.3km（R7.3予定） T27=4,425台／日、K=2.24

（参考）

＜関連事業＞

　

※地域高規格道路、連続立体交差事業等の交付期間（３～５年）内に一定の成果をあげることのできない大規模な事業は、交付対象外。

　　注４）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　　注５）要素事業毎に、どの拠点施設を経る人流・物流の経路（他の拠点施設、I.C等）途上の事業なのかを明確にすること。

　　　　　また、別添「確認様式４　道路概要図」に要素事業及び拠点施設の位置関係が分かるように図示すること。

　　　　　要素事業にはそれぞれ上表の番号（整備計画の番号）を付すこと。また、拠点施設については、それぞれ施設名、所在地、施設数、入込客数などの概要を記載すること。

　　注６）５で記載した拠点施設間で行われる当該要素事業による整備効果を簡潔に記載すること。記載にあたっては、「所要時間が○分→○分に約○分短縮」、「拠点施設間唯一の線形不良（Ｒ＜○）の解消」など具体的に記載すること。

　　注７）当該要素事業の供用等（部分供用含む）を記載すること。記載にあたっては、「全線完成供用Ｌ＝○ｍ（Ｒ○．○予定）」、「部分供用Ｌ＝○ｍ（Ｒ○．○目途）」など、供用形態、区間延長、供用時期を記載すること。

　　注８）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（台／日）、混雑度等を記載。また、別添「確認様式４　道路概要図」にも主要ポイントの交通量を記載すること（要素事業箇所直近は必須）。

　　　　　（例） ･道路改築：交通量（台／日）、混雑度等　　※交通量は最新のセンサスデータを用いて記載すること。

　　　　　　　    ･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等

　　　　　＜関連事業＞の備考には、当該関連事業と組み合わせて効率的・効果的に実施する交付金事業の道路名・区間についても記載。

※不足する場合は適宜行を追加すること。

備　　考人流・物流との関係性

※本調書にはア）交付対象事業「道路」（補助国道、地方道、街路）、イ）関連事業の道路のすべてを記載すること。

　　注１）道路名は、国道、主要地方道、一般都道府県道、市町村道の別が分かるように記載すること。

　　注２）国、地、街、他の別を記載。ただし、国：国道、地：地方道、街：街路、他：いずれにも該当しないもの。

道路
区分

事業
主体

事業
手法

　　注３）＜関連事業＞については、通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。

交付事業における
事業期間

事業
内容

都市
計画
決定

広域的特定活動に伴う

整備効果等 供用等工種 延長
車道幅員 車線数 歩道幅員 交付

事業費
都市計画道路名又はその他道路名 番号 区間



（確認様式４）

番号 事業内容 ｱｸｾｽ経路
A11-001 バイパス 3
A11-003 現道拡幅 3

凡例

（一）大野木志賀谷長浜線　長岡工区、本庄工区（滋賀県）　事業実施箇所図

　　　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　　　主要アクセス

　　　　　　　　　　主要渋滞箇所

　　　　　　　　　　拠点施設

　　　　　　　　　　拠点施設（群）

拠点施設（群）

北国街道 長浜宿

２１１．５万人／年

拠点施設

関ケ原古戦場

７．２万人／年A11-003

一般県道

大野木志賀谷長浜線

（本庄工区）

T=4,425台／日
K=2.24

A11-001

一般県道

大野木志賀谷長浜線

（長岡工区）

T=4,696台／日
K=0.47

【アクセス経路 ３の理由】

・最短ルートは長浜市内の主要渋滞

箇所を複数箇所通過するため、渋滞

の影響が最小限となるルートを選定

している。



（参考書類５）

番号 事業内容 ｱｸｾｽ経路
A11-002 現道拡幅 3

（主）木之本長浜線　森・祇園工区（滋賀県）　事業実施箇所図

拠点施設（群）

北国街道 木之本宿

１３．６万人／年

拠点施設（群）

北国街道 長浜宿

２１１．５万人／年

木之本ＩＣ

長浜ＩＣ基幹事業

主要アクセス

主要渋滞箇所

拠点施設（群）

【アクセス経路 ３の理由】

・最短ルートは長浜市内の主要渋滞

箇所を複数箇所通過するため、渋滞

の影響が最小限となるルートを選定

している。

主要地方道

木之本長浜線

T=11,726台／日
K=1.02

A11-002


